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『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
に
お
け
る

『
新
刊
全
相
平
話
前
漢
書
続
集
』
の
長
文
引
用
部
分
に
対
す
る
考
察

菅
原　

尚
樹

は
じ
め
に

　
『
漢
書
抄
』
と
は
、『
漢
書
』
を
講
義
す
る
際
の
手
控
え
と
し
て
、『
漢
書
』
の
記
載
を
抜
き
書
き
し
て
成
っ
た
書
籍
で
あ
る
。
構
成
は
第
一
冊

か
ら
第
三
冊
が
「
列
伝
抄
」、
第
四
冊
か
ら
第
六
冊
が
「
帝
紀
抄
」
と
な
っ
て
い
る
。
小
論
の
考
察
対
象
で
あ
る
「
高
后
紀
」
は
第
四
冊
に
、「
文

帝
紀
」
は
第
五
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
大
塚
光
信
氏
に
よ
る
と
、
両
「
帝
紀
抄
」
を
抄
写
し
た
の
は
、
道
号
を
景
徐
（
一
四
四
○
～
一
五
一

八
）
と
い
う
五
山
の
禅
僧
で
あ
る
。
景
徐
が
抄
写
し
た
の
は
、
列
伝
抄
の
一
部
と
「
帝
紀
抄
」
と
さ
れ
、「
帝
紀
抄
」
の
原
本
は
、
抄
出
本
と
し

て
、
景
徐
に
よ
り
明
応
（
一
四
九
二
～
一
五
○
一
）
ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る）

1
（

 

。
現
存
す
る
『
漢
書
抄
』「
帝
紀
抄
」
は
、
景
徐
抄
の
原
本

を
、
大
永
三
～
四
（
一
五
二
三
～
二
四
）
年
ご
ろ
に
清
原
宣
賢
が
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
新
刊
全
相
平
話
前
漢
書
続
集
』（
以
下
『
前
漢
書
続
集
』
と
略
称
す
る
）
と
は
、
元
の
至
治
年
間
（
一
三
二
一
～
二
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
「
全
相
平
話
」
五
種
の
う
ち
の
一
種
で
あ
る
。
前
漢
の
歴
史
を
物
語
る
通
俗
的
な
白
話
作
品
で
あ
り
、
楚
漢
戦
争
の
末
に
劉
邦
が

項
羽
を
滅
ぼ
す
場
面
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
文
帝
の
時
代
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
正
史
『
漢
書
』
と
異
な
る
部
分
が
多
い
。

ま
た
借
用
字
や
誤
字
が
散
見
さ
れ
、
文
章
と
し
て
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
や
や
読
み
に
く
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
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『
漢
書
抄
』「
帝
紀
抄
」
の
な
か
で
も
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
に
は
『
前
漢
書
続
集
』
の
文
章
が
引
用
し
て
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
し

た
の
は
、
長
尾
直
茂
氏
で
あ
る）

2
（

。「
高
后
紀
」（
表
紙
に
「
呂
后
紀
」
と
記
す
）
に
は
、
引
用
を
明
示
す
る
箇
所
が
な
い
。
一
方
の
「
文
帝
紀
」
に

は
、
15
丁
ウ
ラ
に
「
平
話
漢
書
云
」
と
あ
り
、
以
下
の
文
章
が
『
前
漢
書
続
集
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
長
尾
氏
は
、

『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
が
『
前
漢
書
続
集
』
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
を
対
照
表
と
し
て
掲
げ
、
両
「
帝
紀
抄
」
の
引
用
は
節
略
が

過
ぎ
る
点
と
、
標
点
に
誤
り
が
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
長
尾
論
文
は
、
両
「
帝
紀
抄
」
に
『
前
漢
書
続
集
』
を
引
用
し
た
の
は
誰

か
と
い
う
点
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
お
り
、
引
用
部
分
に
対
す
る
考
察
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

小
論
は
、『
漢
書
抄
』
の
「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
が
、『
前
漢
書
続
集
』
か
ら
ど
の
よ
う
な
部
分
を
引
用
し
て
い
る
か
考
察
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
と
く
に
長
文
を
引
用
し
て
い
る
部
分
に
焦
点
を
当
て
て
、
ど
の
よ
う
な
話
柄
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。「
高

后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
の
丁
数
を
表
す
際
、
丁
の
ウ
ラ
を
「
ウ
」、
丁
の
オ
モ
テ
を
「
オ
」
と
記
す）

3
（

。
両
「
帝
紀
抄
」
の
原
文
は
標
点
符
号
と
し

て
「
、」
の
み
を
用
い
て
お
り
、
原
文
の
引
用
は
そ
れ
に
従
う
。

一  『
漢
書
抄
』「
帝
紀
」
に
お
け
る
引
用
形
態

　
『
漢
書
抄
』
を
通
覧
す
る
と
、「
○
云
」
の
形
で
書
籍
が
多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
書
籍
に
注
釈
を
施
し
た
者
の
発
言
が
「
○
曰
」

「
○
云
」「
○
謂
」
の
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
小
論
の
考
察
対
象
で
あ
る
『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」
は
、
第
四
冊
の
19
丁
オ
よ
り
27
丁
ウ
に
わ

た
っ
て
お
り
、『
前
漢
書
続
集
』
が
引
用
さ
れ
る
24
丁
オ
以
前
に
は
、
典
拠
を
明
示
し
た
う
え
で
各
書
の
文
な
い
し
語
句
が
引
用
し
て
あ
る）

4
（

。
被

引
用
書
は
、「
史
ニ
ハ
」「
史
ニ
」
を
含
め
た
『
史
記
』
が
最
多
で
あ
る
。
19
丁
オ
の
書
き
付
け
を
例
に
取
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
漢

字
の
左
下
に
返
り
点
を
付
し
て
お
り
、「
二

」
は
二
点
、「
一

」
は
一
点
、「
レ

」
は
レ
点
を
示
す
。
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【
資
料
一
】

史
記
ニ
ハ
高
祖
ノ
微
時
ノ
妃
也
ト
ア
リ
、
漢
書
音
義
曰
、
諱
雉
、
呂
后
ノ
姉
ヲ
ハ
、
長
姁
ト
云
ソ
、
注
姁ク

、
許
于
反
、 

史
ニ
、
太
后
遂
断タ
チ
テ

二

戚
夫
人
手
足
一 

、
去ヌ
キ

レ

眼
煇
フ
ス
ヘ
テレ

耳
、
飲
シ
メ
テ

二

瘖
薬
一 

、
使メ
テ

レ

居ヲ
ラ

二

厠
カ
ハ
ヤ
ノ

中
ニ

一 

、
命
ナ
ツ
ケ
テ

曰
二

人
彘
ト

一

、
云
々
、

　
「
史
記
ニ
ハ
」
か
ら
「
妃
也
ト
ア
リ
」
ま
で
の
記
述
は
、『
史
記
』
巻
九
・
呂
后
本
紀
の
「
呂
太
后
者
、
高
祖
微
時
妃
也
」
が
該
当
す
る）

5
（

。「
漢

書
音
義
曰
、
諱
雉
」
の
一
文
は
、「
高
祖
微
時
妃
也
」
に
注
と
し
て
付
さ
れ
た
裴
駰
『
史
記
集
解
』
に
引
く
「
漢
書
音
義
曰
、
諱
雉
」
が
該
当
す

る
。「
呂
后
ノ
姉
ヲ
ハ
」
か
ら
「
許
于
反
」
ま
で
は
『
史
記
』
に
記
載
が
な
く
、『
漢
書
』
巻
三
・
高
后
紀
に
見
え
る
。「
高
皇
后
呂
氏
」
に
付
さ

れ
た
顏
師
古
の
注
に
「
姁
音
許
于
反
」
と
あ
る
。「
史
ニ
」
以
降
の
一
文
は
、『
史
記
』
巻
九
・
呂
太
后
本
紀
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
同
様
の
文

は
『
史
記
抄
』
第
六
冊
・
呂
后
本
紀
・
68
丁
ウ
～
オ
に
も
見
え
る
。

　
『
史
記
抄
』
と
は
、
五
山
の
禅
僧
で
あ
る
桃
源
瑞
仙
（
一
四
三
○
～
八
九
）
が
、
口
語
を
用
い
て
『
史
記
』
の
講
義
に
対
す
る
注
釈
を
施
し
た

も
の
で
あ
る
。
大
塚
光
信
氏
の
『
漢
書
抄
』
の
解
説
に
よ
る
と
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
を
含
む
『
漢
書
抄
』「
帝
紀
抄
」
に
は
、『
史
記

抄
』
の
抄
記
を
抜
き
書
き
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
と
す
る）

6
（

。
大
塚
氏
と
長
尾
直
茂
氏
の
論
考
に
は
、『
史
記
抄
』
と
『
漢
書
抄
』
の
関
係
を
示
す

資
料
が
掲
げ
て
あ
る）

7
（

。
そ
の
資
料
に
よ
り
講
義
の
継
承
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。
桃
源
は
先
学
の
竺
雲
等
運
か
ら
、『
漢
書
』
帝
紀

か
ら
列
伝
四
十
三
ま
で
の
講
義
を
受
け
て
聞
書
を
作
っ
た）

8
（

。
景
徐
は
『
漢
書
』
を
伝
授
し
て
い
た
が
、
講
義
は
「
帝
紀
」
に
止
ま
り
、「
帝
紀

抄
」
を
著
し
た
。
そ
の
際
に
用
い
た
の
が
桃
源
『
史
記
抄
』
で
あ
る）

9
（

。

　

先
行
研
究
が
挙
げ
る
資
料
の
な
か
で
も
、
月
舟
寿
桂
「
漢
水
余
波
序
」
に
は
、『
漢
書
抄
』
と
『
史
記
抄
』
の
関
係
を
表
す
箇
所
が
見
え
る
。

そ
こ
に
「
惜
し
い
こ
と
に
講
義
は
帝
紀
ま
で
で
終
わ
っ
た
。（
景
徐
）
翁
は
帝
紀
抄
を
著
す
際
に
、
す
べ
て
桃
（
源
）
老
の
（
司
馬
）
遷
の
史

（
記
）
の
抄
を
用
い
た
（
所
惜
其
講
唯
止
於
帝
紀
。
翁
著
帝
紀
抄
、
皆
用
桃
老
遷
史
之
抄
）」
と
あ
る
。

　

景
徐
は
「
帝
紀
抄
」
を
成
す
に
あ
た
り
、
桃
源
の
『
史
記
抄
』
を
用
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
て
み
る
と
、『
漢
書
抄
』「
帝
紀
抄
」
を
理
解
す
る

う
え
で
は
、『
史
記
抄
』
の
記
述
を
参
看
す
る
必
要
が
生
じ
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
、【
資
料
一
】
に
該
当
す
る
『
史
記
』
巻
九
・
呂
后
本
紀
の
記
載
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と
と
も
に
、
比
較
対
象
と
し
て
『
史
記
抄
』
第
六
冊
・
呂
后
本
紀
・
68
丁
ウ
の
記
述
を
挙
げ
て
み
た
い）

（（
（

。

　
【
資
料
二
】

『
史
記
』： 
呂
后
最
怨
戚
夫
人
及
其
子
趙
王
、
廼
令
永
巷
囚
戚
夫
人
、
而
召
趙
王
。（
中
略
）
太
后
遂
断
戚
夫
人
手
足
、
去
眼
、
煇
耳
、
飲
瘖

薬
、
使
居
厠
中
、
命
曰
人
彘
。

『
史
記
抄
』： 
太
后
遂
断
戚
夫
人
手
足
去
眼
煇
耳
飲
瘖
薬
使
居
厠
中
命
曰
人
彘
カ
ウ
セ
ラ
レ
テ
モ
マ
タ
ツ
レ
ナ
キ
イ
ノ
チ
ハ
死
ニ
モ
ハ
テ
ヌ
歟

瘖
薬
ヲ
飲
シ
ム
ト
云
ハ
ソ

　
【
資
料
一
】
に
挙
げ
た
「
高
后
紀
」
に
は
、『
史
記
』
の
原
文
に
返
り
点
と
読
み
が
な
、
送
り
が
な
が
付
し
て
あ
る
。
ま
た
原
文
と
と
も
に
、
裴

駰
『
史
記
集
解
』
の
注
と
、
顏
師
古
に
よ
る
『
漢
書
』
の
注
が
引
用
し
て
あ
る
。
一
方
、【
資
料
二
】
の
『
史
記
抄
』
に
は
、『
史
記
』
の
原
文
を

掲
げ
た
の
ち
、「
カ
ウ
セ
ラ
レ
テ
モ
マ
タ
ツ
レ
ナ
キ
イ
ノ
チ
ハ
死
ニ
モ
ハ
テ
ヌ
歟
」
と
寸
評
が
付
し
て
あ
る
。
寸
評
の
有
無
が
【
資
料
一
】『
漢
書

抄
』「
高
后
紀
」
と
【
資
料
二
】『
史
記
抄
』
の
異
同
箇
所
で
あ
る
。
注
釈
者
の
寸
評
と
し
て
は
、「
高
后
紀
」
に
も
、
た
と
え
ば
20
丁
ウ
に
「
師

無
鐘
鼓
云
」「
予
謂
」、
21
丁
ウ
・
22
丁
ウ
に
「
師
古
曰
」
と
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
19
丁
オ
か
ら
24
丁
オ
の
前
半
部
に
見
え
、『
前
漢
書
続

集
』
が
引
用
し
て
あ
る
24
丁
オ
の
中
盤
以
降
に
な
る
と
、「
高
后
紀
」
中
に
寸
評
は
記
さ
れ
な
い
。
記
述
の
ほ
と
ん
ど
が
『
前
漢
書
続
集
』
か
ら

の
引
用
に
な
っ
て
い
る）

（（
（

。

　
『
漢
書
抄
』
第
五
冊
「
文
帝
紀
」
は
、
1
丁
か
ら
16
丁
オ
に
わ
た
る
長
文
で
あ
る
。『
前
漢
書
続
集
』
の
引
用
は
15
丁
ウ
に
「
平
話
漢
書
云
」
と

表
記
さ
れ
て
以
降
、
16
丁
オ
の
最
後
に
及
ぶ
。
1
丁
オ
か
ら
15
丁
ウ
ま
で
に
引
用
さ
れ
る
書
目
は
「
高
后
紀
」
を
大
幅
に
上
回
る）

（（
（

。「
文
帝
紀
」

の
引
用
か
ら
一
例
を
挙
げ
る
と
、
1
丁
オ
に
「
孝
文
皇
帝　

史
ノ
注
ニ
、
漢
書
音
義
曰
、
諱
恒
、
此
注
ワ
ル
ウ
セ
ハ
、
諱
ハ
恒
ノ

之
字
ヲ

曰
フ

レ

常
ト

ト
可
読
ソ
」
と
あ
る
。「
史
ノ
注
ニ
」
以
下
は
、『
史
記
』
巻
一
○
・
孝
文
本
紀
の
「
孝
文
皇
帝
」
に
付
さ
れ
た
注
に
見
え
、
裴
駰
の
『
史
記
集

解
』
に
「
漢
書
音
義
曰
、
諱
恒
」
と
引
く
箇
所
が
該
当
す
る
。
右
の
書
き
付
け
で
あ
る
と
、
後
半
部
も
『
史
記
』
の
注
か
ら
の
引
用
と
錯
覚
す
る
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が
、
該
当
す
る
の
は
、『
漢
書
』
巻
四
・
文
帝
紀
注
に
引
く
荀
悦
の
注
で
あ
る
。「
孝
文
皇
帝
」
の
下
に
注
が
付
さ
れ
、「
諱
恒
之
字
曰
常
」
と
あ

る
）
（（
（

。「
文
帝
紀
」
の
一
文
は
、【
資
料
一
】
に
挙
げ
た
「
高
后
紀
」
と
同
様
に
、『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
記
載
を
併
せ
て
引
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
「
文
帝
紀
」
に
『
史
記
』
か
ら
の
引
用
が
多
い
の
は
「
高
后
紀
」
と
同
様
で
あ
る
が
、『
史
記
抄
』
か
ら
の
引
用
も
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
「
高

后
紀
」
に
比
べ
て
『
漢
書
』
か
ら
の
引
用
が
目
立
つ
。
そ
れ
以
上
に
、「
文
帝
紀
」
に
は
多
様
な
書
籍
が
引
用
し
て
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
経

書
（『
左
伝
』『
周
礼
』
等
）、
史
書
（『
通
鑑
』）、
韻
書
（『
玉
篇
』『
広
韵
』
等
）、
字
書
（『
説
文
』）、
辞
書
（『
広
雅
』）
の
ほ
か
に
、『
楚
辞
』

や
司
馬
相
如
の
「
子
虚
賦
」
が
引
用
し
て
あ
る
。
引
用
す
る
史
書
の
な
か
に
は
、
原
書
十
巻
の
う
ち
二
巻
の
み
現
存
す
る
、
唐
の
蘇
鶚
撰
『
蘇
鶚

演
義
』
も
見
え
る）

（（
（

。

　

各
種
書
籍
の
引
用
に
続
い
て
、『
漢
書
抄
』「
文
帝
紀
」
は
、
15
丁
ウ
か
ら
16
丁
オ
に
わ
た
り
『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
引
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ひ
と
つ
の
書
籍
か
ら
か
く
も
大
量
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、「
文
帝
紀
」
の
被
引
用
書
の
な
か
で
も
『
前
漢
書
続
集
』
の
み
で
あ

る
。「
文
帝
紀
」
と
同
様
に
、「
高
后
紀
」
の
最
後
に
も
『
前
漢
書
続
集
』
の
原
文
が
引
用
し
て
あ
る
。

　

長
尾
直
茂
氏
は
、『
漢
書
抄
』
の
両
「
帝
紀
抄
」
の
か
か
る
引
用
態
度
よ
り
引
用
者
を
推
定
し
て
い
る）

（（
（

。
所
説
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。

景
徐
が
先
学
の
竺
雲
等
運
や
綿
谷
周
衢
の
講
席
で
聞
い
た
か
、
口
伝
え
で
教
え
ら
れ
た
か
し
て
、『
前
漢
書
続
集
』
の
存
在
を
知
り
、『
漢
書

抄
』「
帝
紀
」
に
書
き
付
け
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
竺
雲
講
義
と
さ
れ
る
『
漢
書
抄
』「
列
伝
抄
」
第
一
冊
と
、
綿
谷
講
義
、

景
徐
聞
書
と
さ
れ
る
『
漢
書
抄
』「
列
伝
抄
」
第
二
冊
に
は
、
と
も
に
『
前
漢
書
続
集
』
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。『
漢
書
抄
』「
列
伝
抄
」

第
三
冊
は
、
景
徐
に
よ
る
抄
出
本
で
あ
り
、
竺
雲
や
綿
谷
と
い
っ
た
先
学
の
言
を
書
き
付
け
て
い
る
が
、『
前
漢
書
続
集
』
を
引
用
し
て
い

な
い
。
月
舟
「
漢
水
余
波
序
」
に
よ
る
と
、
景
徐
『
漢
書
抄
』「
帝
紀
」
は
桃
源
『
史
記
抄
』
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、『
史
記
抄
』

は
『
前
漢
書
続
集
』
を
引
用
し
て
い
な
い
。
景
徐
の
『
漢
書
』
の
講
義
を
聴
聞
し
た
月
舟
が
著
し
た
『
史
記
幻
雲
抄
』
に
も
『
前
漢
書
続
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集
』
を
引
用
し
て
い
る
痕
跡
は
な
い
。

　

以
上
の
根
拠
を
基
に
、
長
尾
氏
は
『
前
漢
書
続
集
』
の
引
用
者
を
景
徐
と
推
定
し
て
い
る
。

　

筆
者
も
『
史
記
抄
』
全
篇
と
、「
高
后
紀
」「
文
帝
紀
」
以
外
の
『
漢
書
抄
』
の
記
述
を
閲
し
た
が
、『
前
漢
書
続
集
』
の
引
用
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。『
史
記
幻
雲
抄
』
に
関
し
て
も
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
に
は
『
前
漢
書
続
集
』
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た）

（（
（

。
長
尾

氏
の
推
定
に
異
を
唱
え
る
根
拠
を
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
小
論
で
は
長
尾
氏
の
推
定
に
従
い
、『
前
漢
書
続
集
』
の
引
用
者
を
景
徐
に
比
定
し

論
を
進
め
る
。

　

景
徐
は
『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
を
記
述
す
る
際
、
様
々
な
書
籍
を
引
用
し
た
最
後
に
、
白
話
作
品
『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述

を
引
い
た
こ
と
に
な
る
。
経
史
子
集
の
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
な
い
白
話
作
品
を
、
両
「
帝
紀
抄
」
は
ど
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

二
　『
漢
書
抄
』「
帝
紀
抄
」
に
お
け
る
『
前
漢
書
続
集
』
の
長
文
引
用
部
分

　

本
節
で
は
、
史
書
の
記
載
と
『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
、『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
に
お
け
る
『
前
漢
書
続
集
』
の
引
用
部
分
を

比
較
し
、
内
容
を
検
討
す
る
。
引
用
す
る
景
徐
抄
「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
の
記
述
が
、
現
存
す
る
唯
一
の
版
本
で
あ
る
内
閣
文
庫
所
蔵
『
前

漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
用
い
て
い
る
と
の
確
証
は
な
い
。
今
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
別
の
テ
ク
ス
ト
に
拠
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
内

容
を
比
較
す
る
う
え
で
、
現
存
す
る
『
前
漢
書
続
集
』
を
用
い
る
こ
と
に
懸
念
が
残
る
。
と
は
い
え
、
比
較
検
討
に
よ
り
、
両
「
帝
紀
抄
」
の
記

述
が
史
書
の
記
載
で
は
な
く
、『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
引
用
し
て
い
る
可
能
性
の
一
端
を
提
示
で
き
よ
う
。
ま
た
、
本
邦
の
書
籍
が
、『
前
漢

書
続
集
』
と
い
う
白
話
作
品
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
側
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
三
書
の
内
容

を
比
較
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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検
討
対
象
と
す
る
史
書
に
は
『
漢
書
』
を
取
り
上
げ
る
。
前
節
に
挙
げ
た
通
り
、
景
徐
抄
「
帝
紀
抄
」
は
、
桃
源
『
史
記
抄
』
を
用
い
て
成
っ

て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
史
書
に
は
、『
史
記
抄
』
の
抄
写
対
象
で
あ
る
『
史
記
』
が
ふ
さ
わ
し
い
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
本
節
に
扱
う
「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
の
『
前
漢
書
続
集
』
引
用
部
分
が
、『
史
記
抄
』
の
記
載
に
よ
っ
て
い
る
と

の
確
証
は
な
く
、
加
え
て
『
前
漢
書
続
集
』
の
話
柄
が
『
史
記
』
の
記
載
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
断
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
『
前

漢
書
続
集
』
と
『
漢
書
抄
』
が
対
象
と
す
る
時
代
の
歴
史
書
で
あ
る
『
漢
書
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
『
漢
書
』
の
記
載
を
引
用
す
る
際
、『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
と
『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」「
文
帝
紀
」
の
記
述
に
関
係
す
る
文
に
傍
線
を
付
す
。

『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
引
用
文
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
逐
語
訳
で
は
な
く
大
意
を
付
す
こ
と
と
す
る
。「
高
后
紀
」「
文

帝
紀
」
の
引
用
部
分
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
対
応
す
る
『
前
漢
書
続
集
』
の
略
述
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
「
高
后
紀
」「
文
帝
紀
」
の
引
用
箇
所
を
明
示
す
る
た
め
に
、『
前
漢
書
続
集
』
の
被
引
用
文
を
太
字
の
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
す
。
掲
出
に
あ
た
っ

て
は
、
基
本
的
に
鍾
兆
華
著
『
元
刊
全
相
平
話
五
種
校
注
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
○
年
）
の
標
点
に
従
う
が
、
文
字
の
異
同
に
か
か
わ
る
箇
所

は
標
点
を
改
め
る
。

　

ま
ず
は
、
呂
后
が
劉
肥
を
長
安
に
お
び
き
出
し
殺
そ
う
と
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

　
【
資
料
三
】

　
『
漢
書
』
巻
三
八
・
高
五
王
伝
に
引
く
劉
肥
の
伝

孝
恵
二
年
、
入
朝
。
帝
与
斉
王
燕
飲
太
后
前
、
置
斉
王
上
坐
、
如
家
人
礼
。
太
后
怒
、
廼
令
人
酌
両
巵
酖
置
前
、
令
斉
王
為
寿
。
斉
王
起
、

帝
亦
起
、
欲
倶
為
寿
。
太
后
恐
、
自
起
反
巵
。
斉
王
怪
之
、
因
不
敢
飮
、
陽
酔
去
。（
孝
恵
二
年
、
入
朝
す
。
帝 

斉
王
と
太
后
の
前
に
燕
飲

す
る
に
、
斉
王
を
上
坐
に
置
く
こ
と
、
家
人
の
礼
の
ご
と
し
。
太
后
怒
り
、
廼
ち
人
を
し
て
両
つ
の
巵
に
酖
を
酌
み
て
前
に
置
か
し
め
、
斉

王
を
し
て
寿
を
為
さ
し
む
。
斉
王
起
つ
に
、
帝
も
亦
た
起
ち
、
倶
に
寿
を
為
さ
ん
と
欲
す
。
太
后
恐
れ
、
自
ら
起
ち
て
巵
を
反
す
。
斉
王 
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之
を
怪
し
み
、
因
り
て
敢
え
て
飲
ま
ず
、
陽
り
酔
い
て
去
る
。）

　
『
前
漢
書
続
集
』
巻
中
・
9
葉
ａ 　

劉
肥
見
帝
。
礼
畢
、
同
飲
数
盃
。
後
、
太
后
転
身
起
、
令
宮
監
暗
将
到
鴆
酒
。
恵
帝
疑
惑
。
太
后
挙
盞
与
劉
肥
。
ゝ
ゝ
接
盞
、
与
恵
帝
換

盞
。
恵
帝
挙
盞
欲
飲
。
太
后
与
呂
胥
抉
耳
懊
悔
、
大
恨
劉
肥
。
恵
帝
見
酒
色
其
悪
、
遂
将
酒
奠
上
蒼
。
落
磚
、
火
焔
三
尺
。
恵
帝
便
起
、
携

劉
肥
手
至
於
殿
前
、
弟
兄
二
人
抱
頭
而
哭
、
恵
帝
言
、
哥
ゝ
莫
去
青
州
、
只
於
長
安
伴
寡
人
住
国
。
劉
肥
緊
辞
、
要
去
青
州
。
恵
帝
与
劉
肥

合
盒
子
為
勘
同
、
各
收
一
扇
。
如
寡
人
宣
皇
兄
時
、
将
此
一
扇
、
勘
合
相
同
為
准
、
如
無
、
乃
詐
也
。
就
便
斬
使
、
封
頭
見
朕
。
言
訖
、
劉

肥
辞
帝
出
朝
去
了
。（
太
后
は
宦
官
に
命
じ
、
鴆
毒
入
り
の
酒
を
盃
に
注
が
せ
、
盃
を
劉
肥
に
渡
し
た
。
劉
肥
が
酒
を
恵
帝
に
渡
す
と
、
恵

帝
は
色
が
悪
い
の
を
見
て
、
酒
で
天
を
祀
っ
た
。
床
に
酒
が
落
ち
る
と
、
三
尺
の
炎
が
揚
が
っ
た
。
恵
帝
は
劉
肥
の
手
を
取
り
宮
殿
の
前
に

や
っ
て
く
る
と
、
二
人
は
頭
を
抱
え
声
を
放
っ
て
泣
い
た
。
恵
帝
は
長
安
に
留
ま
る
よ
う
求
め
る
が
、
劉
肥
は
固
辞
し
領
地
の
青
州
に
行
く

こ
と
に
し
た
。
恵
帝
は
劉
肥
と
小
箱
の
蓋
を
割
符
と
し
、
一
半
ず
つ
を
収
め
た
。
恵
帝
が
劉
肥
を
招
来
す
る
際
に
は
割
符
を
証
に
す
る
こ
と

を
約
し
、
劉
肥
は
恵
帝
の
も
と
を
辞
去
し
た
。）

　
『
漢
書
』
の
傍
線
箇
所
に
は
、
呂
后
が
劉
肥
を
毒
殺
し
よ
う
と
す
る
記
載
が
見
え
る
。『
前
漢
書
続
集
』
は
そ
の
記
載
に
次
の
三
つ
の
描
写
を
加

え
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
酒
の
色
を
見
た
惠
帝
が
疑
念
を
催
し
、
そ
の
酒
で
天
を
祀
る
（
恵
帝
見
酒
色
其
悪
、
遂
将
酒
奠
上
蒼
）
描
写
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
地
に
落
ち
た
酒
か
ら
炎
が
揚
が
っ
た
の
を
見
て
、
恵
帝
と
劉
肥
が
頭
を
抱
え
て
泣
く
（
落
磚
、
火
焔
三
尺
。
恵
帝
便
起
、
携
劉
肥
手

至
於
殿
前
、
弟
兄
二
人
抱
頭
而
哭
）
描
写
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
帰
国
し
よ
う
と
す
る
劉
肥
に
恵
帝
が
割
符
を
与
え
る
（
劉
肥
緊
辞
、
要
去
青

州
。
恵
帝
与
劉
肥
合
盒
子
為
勘
同
、
各
收
一
扇
）
描
写
で
あ
る
。『
前
漢
書
続
集
』
は
、
毒
殺
さ
れ
よ
う
と
す
る
恵
帝
と
劉
肥
の
行
動
を
劇
的
に

描
写
し
、『
漢
書
』
の
記
載
と
は
異
な
る
一
場
面
を
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
【
資
料
三
】
の
『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
か
ら
、「
高
后
紀
」
は
次
の
二
文
を
引
用
し
て
い
る
。
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【
資
料
四
】

　
『
漢
書
抄
』
高
后
紀
・
24
丁
ウ

劉
肥
恵
帝
見
酒
□
甚
悪
、
遂
将
酒
奠
テ

二

上
蒼
ニ

一

、
落
磚
火
焔
三
尺
、
云
々 

恵
帝
与
劉
肥
合
盒
子
為
勘
、
同
各
收
一
扇
、
云
々  　
　
　
　
　

（「
□
」
は
空
格
を
表
し
て
い
る
。
以
下
も
同
じ
。）

　
「
高
后
紀
」
が
記
し
て
い
る
の
は
、
恵
帝
が
酒
で
天
を
祀
り
炎
が
揚
が
る
一
文
と
、
恵
帝
と
劉
肥
が
そ
れ
ぞ
れ
割
符
を
収
め
る
一
文
で
あ
る
。

　
【
資
料
三
】
に
挙
げ
た
『
漢
書
』
の
傍
線
箇
所
に
関
し
て
、『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
見
る
と
、
始
め
か
ら
「
太
后
は
呂
胥
と
非
常
に
悔
し
が

り
、
劉
肥
を
た
い
そ
う
恨
ん
だ
（
太
后
与
呂
胥
抉
耳
懊
悔
、
大
恨
劉
肥
）」
ま
で
は
、『
漢
書
』
と
同
内
容
で
あ
る
。
呂
后
が
劉
肥
を
毒
殺
し
よ
う

と
す
る
記
事
は
、『
漢
書
抄
』
第
一
冊
・
列
伝
抄
・
18
丁
オ
～
ウ
に
記
述
が
あ
る）

（（
（

。【
資
料
三
】『
漢
書
』
の
内
容
は
、『
漢
書
抄
』
第
四
冊
「
高
后

紀
」
以
前
に
す
で
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

劉
肥
の
故
事
に
関
し
て
、「
高
后
紀
」
が
【
資
料
四
】
に
挙
げ
た
二
文
の
み
を
『
前
漢
書
続
集
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
来
源

を
『
漢
書
』
に
持
た
ず
、『
漢
書
抄
』
第
一
冊
・
18
丁
オ
～
ウ
に
見
え
る
劉
肥
の
記
述
と
重
複
し
な
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
該
場
面
に
か

か
わ
る
異
説
と
し
て
、「
高
后
紀
」
は
『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
か
ら
二
文
を
引
用
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

次
も
、『
漢
書
』
に
見
え
る
記
載
を
『
前
漢
書
続
集
』
が
変
更
し
て
叙
述
し
、「
高
后
紀
」
が
そ
の
叙
述
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　
【
資
料
五
】

　
『
漢
書
』
巻
三
八
・
高
五
王
伝
に
引
く
劉
友
の
伝

（
劉
）
友
以
諸
呂
女
為
后
、
不
愛
、
愛
它
姫
。
諸
呂
女
怒
去
、
讒
之
於
太
后
曰
、
王
曰
、
呂
氏
安
得
王
。
太
后
百
歳
後
、
吾
必
撃
之
。（
…

（
劉
）
友 

諸
呂
の
女
を
以
て
后
と
為
せ
ど
も
、
愛
で
ず
、
它
の
姫
を
愛
づ
。
諸
呂
の
女
怒
り
て
去
り
、
之
を
太
后
に
讒
り
て
曰
く
、「
王
曰

く
、『
呂
氏
安
く
ん
ぞ
王
た
る
を
得
ん
や
。
太
后 

百
歳
の
後
、
吾
れ
必
ず
之
を
撃
た
ん
。』」
と
。）
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『
前
漢
書
続
集
』
巻
下
・
2
葉
ｂ
～
3
葉
ａ

話
分
両
頭
。
劉
友
至
於
晋
国
平
州
、
即
日
升
殿
、
曰
、
想
呂
后
薄
倖
、
散
呂
女
為
妻
、
勅
令
将
前
妻
限
十
日
休
了
、
不
要
見
面
。
正
嘆
之
不

足
、
悶
ゝ
而
不
悦
、
有
前
妃
子
至
、
見
劉
友
不
悦
、
問
之
、
大
王
不
悦
、
何
亦
憂
之
。
劉
友
不
語
。
再
問
曰
、
劉
友
具
説
前
事
。
妃
子
大

驚
、
泣
而
告
曰
、
夫
婦
、
人
之
大
倫
、
生
則
同
室
、
死
則
同
穴
、
豈
可
一
旦
分
飛
離
別
。
大
王
思
之
。
妃
子
又
曰
、
妾
於
後
花
園
中
花
陰
之

下
取
一
土
穴
、
妾
於
彼
避
之
。
大
王
教
使
命
将
書
与
俺
父
親
、
取
我
回
去
、
如
何
。
劉
友
泣
而
言
之
、
是
也
。
妃
子
蔵
於
後
園
中
避
之
。
於

時
、
呂
女
閑
歩
至
於
後
園
、
見
一
小
孩
児
耍
。
呂
女
問
曰
、
您
是
誰
家
小
的
。
小
児
曰
、
我
是
劉
友
的
児
。
呂
女
再
問
、
您
母
親
在
於
何

処
。
小
児
指
土
穴
中
、
引
呂
女
至
於
穴
口
。
小
児
叫
母
、
ゝ
即
出
。
呂
女
親
手
揪
妃
子
髪
、
至
於
殿
上
、
呂
女
曰
、
劉
友
知
罪
麼
。
爾
一
者

負
我
、
二
者
違
了
宣
命
。
劉
友
不
語
、
泣
而
勧
之
。
呂
女
悪
責
劉
友
、
ゝ
ゝ
大
怒
曰
、
拼
吾
命
矣
。
将
呂
女
痛
傷
数
拳
。
呂
女
大
哭
、
要
告

太
后
。（
帰
国
し
た
劉
友
は
、
宮
殿
に
来
る
と
、
呂
氏
の
娘
を
娶
る
た
め
妻
を
離
縁
せ
よ
と
の
命
令
を
思
い
、
嘆
い
て
も
嘆
き
足
り
な
か
っ

た
。
そ
こ
へ
や
っ
て
き
た
妃
は
、
劉
友
に
ど
う
し
て
憂
い
て
い
る
の
か
尋
ね
た
が
、
返
事
が
な
い
。
再
び
尋
ね
る
と
、
劉
友
は
い
き
さ
つ
を

詳
し
く
話
し
た
。
離
縁
を
承
知
し
な
い
妃
は
、
裏
の
花
園
の
な
か
に
穴
を
掘
り
身
を
隠
す
。
劉
友
の
妻
と
な
っ
た
呂
氏
の
娘
が
あ
る
と
き
花

園
に
や
っ
て
く
る
と
、
小
さ
な
子
が
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
出
く
わ
し
た
。
ど
こ
の
子
か
尋
ね
る
と
、
劉
友
の
子
だ
と
言
う
。
母
親
は
ど
こ

い
る
か
さ
ら
に
尋
ね
る
と
、
穴
を
指
さ
し
た
。
劉
友
の
子
が
呼
ぶ
と
、
離
縁
し
た
は
ず
の
前
の
妃
が
現
れ
た
。
呂
氏
の
娘
は
前
の
妃
の
髪
を

つ
か
み
穴
か
ら
引
き
出
す
と
、
劉
友
の
前
に
連
れ
出
し
罪
を
詰
っ
た
。
劉
友
は
た
い
そ
う
怒
り
、「
我
が
命
に
替
え
て
も
」
と
呂
氏
の
娘
を

打
擲
し
た
。
呂
氏
の
娘
は
呂
后
に
訴
え
る
こ
と
と
し
た
。）

　
『
漢
書
抄
』
高
后
紀
・
25
丁
ウ
～
26
丁
オ

劉
友
至
於
晉
国
平
州
、
云
々 

前
妃
子
至
、
云
々 

劉
友
具
説
云
々
、
妃
子
又
曰
、
妾
於
後
花
園
中
花
陰
之
下
、
取
一
土
穴
、
妾
於
彼
□
之
、

云
々 

時
呂
女
閑
歩
至
於
後
園
、
見
一
小
孩
児
要
呂
女
問
曰
、
誰
家
小
兒
、
曰
、
我
是
劉
友
的
児
、
呂
女
再
問
您
母
、
云
々 

小
児
指
土
穴

中
、
云
々 

小
児
叫
母
、
ゝ
即
出
、
呂
女
親
手
揪
妃
子
髪
、
至
於
殿
上
、
云
々 

将
呂
女
痛
傷
数
拳
、
呂
女
大
哭
、
云
々



『漢書抄』「高后紀」と「文帝紀」における『新刊全相平話前漢書続集』の長文引用部分に対する考察

— 51 —

　
『
漢
書
』
の
傍
線
箇
所
に
は
「
友 

諸
呂
の
女
を
以
て
后
と
為
せ
ど
も
、
愛
で
ず
、
它
の
姫
を
愛
づ
。
諸
呂
の
女
怒
り
て
去
り
、
之
を
太
后
に
讒

り
て
曰
く
（
友
以
諸
呂
女
爲
后
、
不
愛
、
愛
它
姫
。
諸
呂
女
怒
去
、
讒
之
於
太
后
曰
）」
と
あ
る
。『
前
漢
書
続
集
』
は
、『
漢
書
』
の
「
它
姫
」

を
替
え
て
、
劉
友
の
前
妻
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
夫
妻
は
呂
后
の
命
に
背
き
、
呂
氏
の
娘
を
騙
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
の
子
に
呼
ば
れ
て
前
妻
が
姿

を
現
し
、
呂
氏
の
娘
の
怒
り
を
買
う
。
詰
ら
れ
た
劉
友
は
怒
り
、
呂
氏
の
娘
を
打
擲
す
る
の
で
あ
る
。『
漢
書
』
の
簡
潔
な
二
三
字
に
対
し
て
、

『
前
漢
書
続
集
』
で
は
「
劉
友
至
於
晋
国
平
州
」
か
ら
「
呂
女
大
哭
、
要
告
太
后
」
に
わ
た
る
三
○
五
字
を
用
い
、
劉
友
と
呂
氏
の
娘
の
関
係
が

破
綻
に
至
る
様
が
詳
述
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
穴
に
身
を
隠
し
て
も
劉
友
の
も
と
を
離
れ
ま
い
と
す
る
妻
が
、
内
実
を
知
ら
な
い
実
の
子
に
呼

ば
れ
、
呂
氏
の
娘
の
前
に
姿
を
現
す
場
面
が
含
ま
れ
る
。「
高
后
紀
」
は
、『
漢
書
』
の
記
載
を
発
展
さ
せ
て
『
前
漢
書
続
集
』
が
詳
述
し
て
い
る

部
分
を
、
断
続
的
な
が
ら
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

劉
友
は
【
資
料
五
】
に
続
く
場
面
で
絶
食
を
強
い
ら
れ
る
。

　
【
資
料
六
】

　
『
漢
書
』
巻
三
八
・
高
五
王
伝
に
引
く
劉
友
の
伝

太
后
怒
、
以
故
召
趙
王
。
趙
王
至
、
置
邸
不
見
、
令
衛
囲
守
之
、
不
得
食
。（
中
略
）
趙
王
餓
、
乃
歌
曰
、（
中
略
）
遂
幽
死
。（
太
后
怒

り
、
故
を
以
て
趙
王
を
召
す
。
趙
王
至
る
に
、
邸
に
置
き
て
見
え
ず
、
衛
囲
を
し
て
之
を
守
り
、
食
ら
う
を
得
ざ
ら
し
む
。（
中
略
）
趙
王

餓
え
、
乃
ち
歌
い
て
曰
く
、（
中
略
）
遂
に
幽
死
す
。）

　
『
前
漢
書
続
集
』
巻
下
・
3
葉
ａ

即
日
、
呂
女
与
使
命
持
書
見
太
后
、
使
至
長
安
見
太
后
。
ゝ
ゝ
看
其
書
、
復
差
使
宣
劉
友
・
妃
子
・
呂
女
至
。
見
太
后
、
ゝ
ゝ
曰
、
劉
友
、

爾
敢
違
命
。
将
妃
子
対
面
而
斬
首
。
劉
友
悲
泣
而
告
太
后
、
ゝ
ゝ
免
死
、
将
劉
友
冷
宮
後
面
三
間
大
房
、
鎖
於
里
面
、
休
与
飲
膳
。
左
右
人
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将
劉
友
鎖
於
房
内
、
十
日
無
食
、
餓
的
体
如
経
紙
、
将
糊
窓
紙
食
之
尽
矣
、
前
後
餓
得
半
似
人
半
似
鬼
。
看
ゝ
至
死
、
太
后
至
此
、
使
左
右

人
開
門
視
之
、
笑
曰
、
我
児
多
敢
肚
中
餒
也
。
喚
左
右
人
将
茶
一
盞
、
与
劉
友
食
之
。
劉
友
見
茶
湯
、
両
眼
争
開
、
就
宮
人
手
内
奪
去
食

之
。
太
后
笑
曰
、
我
児
為
甚
急
飲
、
怕
肚
中
停
宿
食
。
劉
友
托
盞
、
不
能
放
下
、
仰
面
而
倒
於
堦
下
、
即
時
而
死
。
有
詩
為
証
。
詩
曰
、

（
中
略
）
太
后
使
左
右
将
劉
友
尸
首
後
花
園
内
埋
訖
。（（
呂
后
は
）
前
の
妃
を
劉
友
の
目
の
前
で
殺
す
こ
と
に
し
た
。
劉
友
が
泣
訴
す
る

と
、
呂
后
は
死
を
免
じ
る
代
償
と
し
て
、
劉
友
を
冷
宮
の
裏
に
あ
る
部
屋
に
入
れ
、
施
錠
し
て
飲
食
物
を
与
え
な
い
こ
と
に
し
た
。
十
日
の

間
食
事
し
な
い
劉
友
は
、
身
体
が
黄
色
い
お
ふ
だ
紙
の
よ
う
に
黄
色
く
痩
せ
、
糊
付
け
し
た
窓
紙
を
食
べ
尽
く
し
、
半
死
半
生
ま
で
に
痩
せ

た
。
見
る
間
に
死
の
う
と
し
て
い
る
と
、
呂
后
が
や
っ
て
き
て
、
そ
の
様
を
見
て
笑
っ
た
。「
我
が
子
は
お
そ
ら
く
飢
え
て
い
る
だ
ろ
う
」

と
言
い
、
従
者
に
茶
を
与
え
る
よ
う
命
じ
た
。
劉
友
は
茶
を
見
る
と
、
両
目
を
見
開
き
、
宮
女
の
手
か
ら
奪
っ
て
口
に
し
た
。
呂
后
は
、

「
な
ぜ
急
い
で
飲
む
の
じ
ゃ
、
消
化
不
良
を
起
こ
す
ぞ
」
と
笑
っ
た
。
劉
友
は
茶
碗
を
持
っ
た
ま
ま
、
天
を
仰
い
で
き
ざ
は
し
の
下
に
倒

れ
、
す
ぐ
に
死
ん
だ
。）

　
『
漢
書
抄
』
高
后
紀
・
26
丁
オ

即
日
呂
女
与
使
命
持
書
見
太
后
云
々
、
将
妃
子
対
面
而
斬
首
、
劉
友
悲
泣
而
告
太
后
、
ゝ
ゝ
免
死
、
将
劉
友
冷
宮
後
而
三
間
大
房
、
鎖
於
裏

面
、
仏
与
飲
饎
、
云
々 

的
体
如
経
紙
、
将
糊
窓
紙
食
之
尽
矣
、
云
々 

半
似
人
、
半
似
鬼
、
看
ゝ
至
死
、
太
后
笑
曰
、
云
々 

将
茶
一
盞
、
与

劉
友
見
茶
湯
、
両
眼
争
完
、
就
宮
人
手
内
、
奪
盞
食
之
、
云
々 

劉
友
托
盞
、
不
能
敢
下
、
仰
面
而
搗
於
堦
前
、
即
時
而
死
、
太
后
使
左
右

将
劉
友
尸
首
後
園
内
埋
訖
、
云
々

　
『
漢
書
』
の
傍
線
箇
所
に
は
「
衛
囲
を
し
て
之
を
守
り
、
食
ら
う
を
得
ざ
ら
し
む
（
令
衛
囲
守
之
、
不
得
食
）」
と
「
趙
王
餓
え
（
趙
王
餓
）」

と
あ
る
。『
漢
書
』
の
傍
線
箇
所
に
記
載
さ
れ
て
い
る
簡
潔
な
二
六
字
に
対
し
て
、『
前
漢
書
続
集
』
は
劉
友
が
餓
え
死
に
至
る
様
を
、「
即
日
」

か
ら
「
即
時
而
死
」
ま
で
の
二
一
六
字
に
わ
た
り
詳
述
し
て
い
る
。
劉
友
は
「
餓
え
た
体
は
お
ふ
だ
紙
の
よ
う
に
黄
色
く
な
り
、
糊
付
け
し
た
窓

の
紙
を
食
べ
尽
く
す
と
、
そ
れ
か
ら
半
死
半
生
ま
で
に
餓
（
餓
的
体
如
経
紙
、
将
糊
窓
紙
食
之
尽
矣
、
前
後
餓
得
半
似
人
半
似
鬼
）」
え
て
、「
見
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る
間
に
死
の
う
と
し
て
い
る
（
看
ゝ
至
死
）」
ほ
ど
に
痩
せ
衰
え
る
。
呂
后
が
茶
を
与
え
る
と
、
劉
友
は
「
両
目
を
ク
ワ
ッ
見
開
き
、
宮
人
の
手

か
ら
奪
っ
て
食
べ
（
両
眼
争
開
、
就
宮
人
手
内
奪
去
食
之
）」
る
。
そ
の
様
を
見
て
、
呂
后
が
「
笑
」
う
と
叙
述
さ
れ
る
。
か
か
る
叙
述
は
、『
漢

書
抄
』
第
一
冊
・
列
伝
抄
・
18
丁
ウ
の
劉
友
に
関
す
る
記
述
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
『
前
漢
書
続
集
』
と
同
内
容
の
記
述
も
見
え
な

い
）
（（
（

。

　
『
前
漢
書
続
集
』
は
、【
資
料
五
】
と
【
資
料
六
】
の
部
分
を
2
葉
ａ
か
ら
3
葉
ａ
に
跨
っ
て
叙
述
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
は
、『
漢
書
』
の

記
載
に
は
見
え
な
い
、
呂
后
の
嗜
虐
性
を
表
す
様
子
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。『
漢
書
抄
』
は
、
第
一
冊
の
劉
友
の
列
伝
で
は
な
く
第
四
冊
の
高
后

紀
に
、
劉
友
が
呂
后
に
絶
食
を
強
い
ら
れ
飢
え
て
死
に
至
る
一
連
の
話
柄
を
、
断
続
的
な
が
ら
も
一
○
行
に
わ
た
り
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
文
帝
紀
」
が
、
文
帝
の
出
生
に
関
す
る
文
章
を
『
前
漢
書
続
集
』
か
ら
大
量
に
引
用
し
て
い
る
部
分
を
挙
げ
る
。
ま
ず
は
、
文
帝
の

母
と
な
る
薄
姫
が
劉
邦
の
妻
と
な
る
経
緯
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
。

　
【
資
料
七
】

　
『
漢
書
』
巻
九
七
上
・
外
戚
伝
に
引
く
薄
姫
の
伝

高
祖
薄
姫
、
文
帝
母
也
。
父
呉
人
、
秦
時
、
与
故
魏
王
宗
家
女
魏
媼
通
、
生
薄
姫
。
而
薄
姫
父
死
山
陰
、
因
葬
焉
。
及
諸
侯
畔
秦
、
魏
豹
立

為
王
、
而
魏
媼
内
其
女
於
魏
宮
。
許
負
相
薄
姫
、
当
生
天
子
。
是
時
項
羽
方
与
漢
王
相
距
滎
陽
、
天
下
未
有
所
定
。
豹
初
与
漢
撃
楚
、
及
聞

許
負
言
、
心
喜
、
因
背
漢
而
中
立
、
与
楚
連
和
。
漢
使
曹
参
等
虜
魏
王
豹
、
以
其
国
為
郡
。
而
薄
姫
輸
織
室
。
豹
已
死
、
漢
王
入
織
室
見
薄

姫
、
有
詔
内
後
宮
。
歳
余
不
得
幸
。（
高
祖
の
薄
姫
、
文
帝
の
母
な
り
。
父
は
呉
の
人
、
秦
の
時
、
故
の
魏
王
の
宗
家
の
女 

魏
媼
と
通
じ
、

薄
姫
を
生
む
。
而
し
て
薄
姫
の
父 

山
陰
に
死
し
、
因
り
て
焉
に
葬
む
る
。
諸
侯 
秦
に
畔
く
に
及
び
、
魏
豹
立
ち
て
王
と
為
る
に
、
魏
媼 

其

の
女
を
魏
の
宮
に
内
る
。
許
負 

薄
姫
を
相
て
、
当
に
天
子
を
生
む
べ
し
と
す
。
是
の
時 

項
羽
方
に
漢
王
と
滎
陽
に
相
い
距
み
、
天
下
未
だ

定
ま
る
所
有
ら
ず
。
豹
初
め
漢
と
楚
を
撃
て
ど
も
、
許
負
の
言
を
聞
く
に
及
び
て
、
心
喜
び
、
因
り
て
漢
に
背
き
中
立
し
、
楚
と
連
和
す
。
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漢 

曹
参
等
を
し
て
魏
王
豹
を
虜
え
、
其
の
国
を
以
て
郡
と
為
し
、
而
し
て
薄
姫 

織
室
に
輸
さ
し
む
。
豹
已
に
死
し
、
漢
王 

織
室
に
入
り
て

薄
姫
を
見
る
に
、
詔
有
り
て
後
宮
に
内
る
。
歳
余 

幸
を
得
ず
。）

　
『
前
漢
書
続
集
』
巻
下
・
9
葉
ｂ
～
10
葉
ａ

有
河
東
魏
豹
、
輔
佐
西
楚
王
、
関
東
八
伯
諸
侯
、
第
一
箇
英
雄
、
天
下
名
伝
小
霸
王
。
元
受
項
王
手
将
、
後
帰
漢
、
相
高
祖
、
発
於
本
国
、

至
河
中
府
。
有
門
客
許
負
参
見
魏
豹
、
ゝ
請
相
見
、
茶
酒
畢
。
閑
話
間
、
有
薄
姫
夫
人
於
簷
外
笑
語
。
許
負
聞
之
、
問
豹
曰
、
甚
人
笑
語

也
。
豹
曰
、
乃
吾
妻
也
。
許
負
曰
、
是
一
人
妻
也
、
注
有
君
道
。
許
負
出
宅
相
別
。
魏
豹
曰
、
負
相
我
妻
薄
姫
、
君
之
道
如
何
。
周
叔
曰
、

大
王
豈
是
真
天
子
。
皆
是
侯
相
之
命
、
不
可
思
之
。
臨
大
節
而
不
可
奪
也
。
豹
不
従
周
叔
諫
、
擺
河
而
造
反
。
漢
皇
知
、
差
韓
信
夜
渡
甕
機

而
征
、
一
擒
豹
而
斬
之
、
虜
薄
姫
進
与
高
祖
、
納
為
第
三
妻
、
勅
令
往
少
陽
宮
。（
河
東
に
は
魏
豹
が
お
り
、
西
楚
王
を
補
佐
し
、
関
東
八

伯
諸
侯
の
な
か
で
も
、
第
一
の
英
雄
と
し
て
、
小
覇
王
と
い
う
名
が
天
下
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
項
王
麾
下
の
将
で
あ
っ
た
が
、
後

に
漢
に
帰
属
し
、
高
祖
を
補
佐
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
本
国
を
出
発
し
、
河
中
府
に
や
っ
て
き
た
。
食
客
で
あ
る
許
負
が
魏
豹
に
目
通
り
す

る
と
、
魏
豹
は
人
相
を
見
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、
茶
や
酒
を
喫
し
終
え
た
。
と
り
と
め
の
な
い
話
を
し
て
い
る
と
、
薄
姫
が
簾
の
外
で
笑
っ

て
話
し
て
い
た
。
許
負
は
そ
れ
を
聞
き
、「
誰
が
笑
っ
て
話
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
魏
豹
は
「
私
の
妻
に
相
違
な
い
」
と
言
っ

た
。
許
負
は
、「
天
子
の
妻
女
で
す
、（
あ
な
た
は
）
君
子
と
な
る
運
命
で
す
」
と
言
っ
た
。
魏
豹
は
そ
の
言
葉
を
真
に
受
け
、
漢
に
造
反
し

た
。
し
か
し
魏
豹
は
捕
ら
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
。
薄
姫
も
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
高
祖
の
三
番
目
の
妻
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
少
陽
宮
に
行
く
よ

う
命
じ
ら
れ
た
。）

　
『
漢
書
抄
』
文
帝
紀
・
15
丁
ウ

許
負
参
見
魏
豹
、
ゝ
請
相
見
、
茶
酒
畢
、
閑
話
間
、
有
薄
姫
夫
人
於
簾
外
笑
語
、
許
負
聞
之
、
問
豹
曰
、
甚
人
笑
語
也
、
豹
曰
乃
吾
妻
也
、

許
負
曰
是
一
人
妻
也
、
云
々 

擒
豹
而
斬
之
、
虜
薄
姫
進
与
、
高
祖
納
為
第
三
妻
、
勅
令
住
少
陽
宮
、

　
『
漢
書
』
に
は
、
魏
豹
は
以
前
に
漢
と
と
も
に
楚
を
攻
め
て
い
た
も
の
の
、
薄
姫
の
人
相
を
見
た
許
負
の
言
葉
「
当
に
天
子
を
生
む
べ
し
（
当
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生
天
子
）」
を
聞
き
、「
心
喜
（
心
喜
）」
び
、「
因
り
て
漢
に
背
き
中
立
し
、
楚
と
連
和
す
（
因
背
漢
而
中
立
、
与
楚
連
和
）」
と
あ
る
。『
前
漢
書

続
集
』
は
『
漢
書
』
と
同
様
に
、
食
客
と
し
て
許
負
を
登
場
さ
せ
、
魏
豹
が
高
祖
に
背
く
様
を
叙
述
し
て
い
る
。「
文
帝
紀
」
は
『
前
漢
書
続

集
』
の
叙
述
を
引
用
し
、
薄
姫
に
天
子
の
妻
と
な
る
分
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
高
祖
の
三
番
目
の
妻
に
納
れ
ら
れ
た
と
記
述
し
て
い
る
。

　
【
資
料
七
】
に
続
く
部
分
に
は
、『
前
漢
書
続
集
』
が
『
漢
書
』
の
記
載
を
発
展
さ
せ
た
叙
述
が
見
え
る
。「
文
帝
紀
」
は
『
前
漢
書
続
集
』
の

文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
【
資
料
八
】

　
『
漢
書
』
巻
九
七
上
・
外
戚
伝
に
引
く
薄
姫
の
伝

始
姫
少
時
、
与
管
夫
人
・
趙
子
児
相
愛
、
約
曰
、
先
貴
毋
相
忘
。
已
而
管
夫
人
・
趙
子
児
先
幸
漢
王
。
漢
王
四
年
、
坐
河
南
成
皐
霊
台
、
此

両
美
人
侍
、
相
与
笑
薄
姫
初
時
約
。
漢
王
問
其
故
。
両
人
倶
以
実
告
。
漢
王
心
惨
然
憐
薄
姫
、
是
日
召
欲
幸
之
。
対
曰
、
昨
暮
、
夢
龍
拠
妾

胸
。
上
曰
、
是
貴
徴
也
、
吾
為
汝
成
之
。
遂
幸
有
身
。
歳
中
生
文
帝
。
年
八
歳
、
立
為
代
王
。（
始
め
姫
少
き
時
、
管
夫
人
・
趙
子
児
と
相

い
愛
で
、
約
し
て
曰
く
、「
先
ん
じ
て
貴
と
な
れ
ど
も
相
い
忘
る
る
こ
と
毋
か
れ
」
と
。
已
に
し
て
管
夫
人
・
趙
子
児
先
に
漢
王
に
幸
す
。

漢
王
四
年
、
河
南 

成
皐
の
霊
台
に
坐
す
る
に
、
此
の
両
り
の
美
人
侍
り
、
相
い
与
に
薄
姫
初
め
の
時
約
す
る
を
笑
う
。
漢
王 

其
の
故
を
問

う
。
両
人
倶
に
実
を
以
て
告
ぐ
。
漢
王
心
に
慘
然
と
し
て
薄
姫
を
憐
れ
み
、
是
の
日
召
し
て
之
に
幸
せ
ん
と
欲
す
。
対
え
て
曰
く
、「
昨

暮
、
龍 

妾
が
胸
に
拠
る
を
夢
み
る
」
と
。
上
曰
く
、「
是
れ
貴
徴
な
り
、
吾
れ
汝
の
為
に
之
を
成
さ
ん
」
と
。
遂
に
幸
し
て
身
ご
も
る
有

り
。
歳
中 

文
帝
を
生
む
。
年
八
歳
、
立
ち
て
代
王
と
為
る
。）

　
『
前
漢
書
続
集
』
巻
下
・
10
葉
ａ

薄
姫
腹
懐
有
孕
、
呂
后
生
嫉
妬
、
怕
生
太
子
。
臨
時
、
呂
后
教
喚
穏
婆
守
生
。
呂
后
号
令
道
、
穏
婆
、
是
女
児
、
留
者
、
太
子
者
、
随
即
換

了
、
賜
金
千
両
、
不
従
我
者
、
斬
之
。
随
時
分
免
、
報
知
呂
后
。
ゝ
ゝ
看
之
笑
、
是
一
怪
物
、
没
眉
没
眼
、
可
似
一
塊
血
肉
。
穏
婆
鬧
中
抱
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太
子
出
得
宮
門
、
至
於
本
宅
、
欲
壊
太
子
。
聞
空
中
喝
一
声
不
得
無
礼
。
道
、
三
世
人
主
、
無
得
損
壊
。
穏
婆
本
家
哺
養
。
呂
后
将
怪
物
進

与
高
祖
。
ゝ
ゝ
見
之
大
怒
、
貶
薄
姫
北
梁
州
、
居
止
薄
辛
処
。
劉
安
抱
太
子
上
梁
州
。
薄
姫
欲
見
太
子
、
一
似
高
祖
之
形
。
夫
人
大
喜
、
賞

劉
安
白
金
千
両
、
権
為
恩
養
。
後
太
子
年
長
十
五
歳
、
身
長
八
尺
、
面
如
白
玉
、
手
垂
過
膝
、
両
耳
垂
肩
、
龍
睛
鳳
目
。
当
時
要
往
長
安
認

高
祖
。
此
時
認
了
、
高
祖
不
信
。
太
子
具
説
母
之
言
、
従
前
説
一
遍
。
高
祖
人
喜
、
即
日
封
太
子
為
北
大
王
、
却
還
梁
州
、
与
薄
姫
同
治
軍

事
至
今
。（
薄
姫
が
妊
娠
す
る
と
、
呂
后
は
嫉
妬
し
、
太
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
す
ぐ
さ
ま
呂
后
は
取
り
上
げ
婆
を
呼
び
世
話
を

さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
呂
后
は
、
女
児
は
そ
の
ま
ま
に
し
、
太
子
は
す
ぐ
に
取
り
替
え
る
な
ら
ば
金
千
両
を
与
え
る
が
、
従
わ
な
け
れ
ば
斬

る
と
命
じ
た
。
ほ
ど
な
く
分
娩
が
あ
っ
た
と
の
報
を
受
け
、
呂
后
は
嬰
児
を
見
に
行
き
、
そ
の
姿
を
見
て
笑
っ
た
。
眉
も
目
も
な
い
怪
物

で
、
ま
こ
と
に
血
肉
の
か
た
ま
り
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
取
り
上
げ
婆
は
太
子
を
抱
え
て
宮
門
を
出
て
、
自
宅
に
や
っ
て
く
る
と
、
太
子
を
殺

そ
う
と
し
た
。
空
で
「
無
礼
を
い
た
す
な
」
と
怒
鳴
り
声
が
し
、
続
け
ざ
ま
「
三
世
の
人
主
、
傷
つ
け
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
声
が
し
た
。

取
り
上
げ
婆
は
自
分
の
家
で
養
育
す
る
こ
と
に
し
た
。
呂
后
が
怪
物
を
高
祖
に
差
し
出
す
と
、
高
祖
は
そ
れ
を
見
て
た
い
そ
う
怒
り
、
薄
姫

を
北
梁
州
に
貶
斥
し
、
貧
し
く
苦
し
い
生
活
を
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
劉
安
が
太
子
を
抱
い
て
梁
州
に
向
か
っ
た
。
薄
姫
は
太
子
に
会
い
た

が
り
、
高
祖
に
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
の
で
、
た
い
そ
う
喜
び
、
劉
安
に
白
金
千
両
を
褒
美
と
し
て
与
え
、
ひ
と
ま
ず
養
育
さ
せ
る
こ
と
に
し

た
。
そ
れ
か
ら
太
子
が
十
五
歳
に
成
長
す
る
と
、
身
の
丈
は
八
尺
、
白
玉
の
よ
う
な
か
ん
ば
せ
、
手
を
下
げ
る
と
膝
を
過
ぎ
、
両
耳
は
肩
に

届
き
、
帝
王
の
風
貌
を
備
え
て
い
た
。
太
子
は
高
祖
の
下
に
出
向
き
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
話
す
と
、
高
祖
は
喜
び
、
太
子
を
北
大
王
と
し

た
。）

　
『
漢
書
抄
』
文
帝
紀
・
15
丁
ウ

薄
姫
腹
懐
有
孕
、
呂
后
生
嫉
妬
、
怕
生
太
子
、
臨
時
喚
穏
婆
守
生
、
呂
后
号
令
、
道
穏
婆
、
是
女
児
富
者
、
太
子
者
随
即
換
了
、
云
々 

一

怪
物
、
没
眉
没
眼
、
可
似
一
塊
血
肉
、
穏
婆
鬧
中
抱
太
子
、
出
得
宮
門
、
至
於
本
宅
、
云
々 

呂
后
将
怪
物
、
進
与
高
祖
、
ゝ
ゝ
見
之
、
大

怒
貶
薄
姫
、
云
々 

劉
安
抱
太
子
、
上
梁
州
与
薄
姫
欲
見
太
子
一
似
高
祖
之
形
、
云
々 
太
子
年
長
十
五
歳
、
身
長
八
尺
、
面
如
白
玉
手
、
垂
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過
膝
、
両
耳
垂
肩
、
龍
睛
鳳
目
、
云
々
、
封
太
子
為
北
大
王
、
云
々

　
『
前
漢
書
続
集
』
は
『
漢
書
』
の
傍
線
箇
所
の
記
載
を
変
更
し
、
薄
姫
が
生
ん
だ
太
子
に
ま
つ
わ
る
叙
述
に
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。「
文
帝
紀
」

に
お
け
る
『
前
漢
書
続
集
』
引
用
部
分
は
15
丁
ウ
か
ら
16
丁
オ
に
至
る
。【
資
料
八
】
の
引
用
部
分
は
15
丁
ウ
の
全
17
行
の
う
ち
6
行
に
及
び
、

「
云
々
」
を
挟
み
つ
つ
断
続
的
な
引
用
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
云
々
」
に
挟
ま
れ
る
前
後
の
繋
が
り
は
比
較
的
緊
密
で
あ
り
、
文
意
を
取
る

こ
と
は
難
し
く
な
い
。
文
帝
の
出
生
譚
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
怪
物
然
と
し
た
容
貌
で
生
ま
れ
た
男
児
が
、
実
の
父

か
ら
疎
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
下
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
児
は
成
長
す
る
と
帝
王
の
貌
を
備
え
て
お
り
、
つ
い
に
は
太
子
に
封
じ
ら
れ

北
大
王
と
な
る
。
北
大
王
は
後
に
文
帝
に
即
位
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
漢
書
』
に
見
え
る
文
帝
の
出
生
は
、
薄
姫
が
腹
中
に
龍
が
寄
り
付
く
夢
を
見
た
と
い
う
前
兆
が
説
話
的
と
言
え
る
。
一
方
の
『
前
漢
書
続

集
』
に
は
、
目
も
眉
も
な
い
肉
塊
の
よ
う
な
子
が
生
ま
れ
る
と
あ
る
。
皇
帝
の
象
徴
た
る
龍
と
の
関
連
で
記
載
さ
れ
る
『
漢
書
』
に
比
べ
る
と
、

文
帝
の
出
生
は
怪
奇
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、『
前
漢
書
続
集
』
に
は
、
奇
怪
な
容
貌
で
生
ま
れ
た
太
子
が
、
成
長
す
る
と
帝
王
の

容
貌
を
備
え
て
い
る
と
い
う
文
帝
の
特
異
な
出
生
が
叙
述
し
て
あ
り
、
文
帝
の
出
生
に
か
か
る
異
説
と
し
て
意
趣
に
富
む
と
言
え
よ
う
。
史
書
の

記
載
と
は
異
な
る
趣
向
が
見
て
取
れ
る
こ
と
か
ら
、「
文
帝
紀
」
は
断
続
的
な
が
ら
も
、
当
該
部
分
を
大
量
に
引
用
し
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
、『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
が
『
前
漢
書
続
集
』
の
長
文
を
引
用
し
て
い
る
部
分
を
見
て
き
た
。
引
用
さ
れ
て
い
る
場
面
を

見
る
と
、【
資
料
三
】
に
は
、
呂
后
の
謀
略
を
察
知
し
た
恵
帝
と
劉
肥
が
涙
を
流
す
様
が
叙
述
さ
れ
、【
資
料
五
】【
資
料
六
】
に
は
、
呂
后
の
命

に
背
い
た
劉
友
が
絶
食
を
強
い
ら
れ
死
ぬ
過
程
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。【
資
料
七
】【
資
料
八
】
に
は
、
薄
姫
の
境
遇
に
始
ま
り
、
文
帝
が
出
生
す

る
ま
で
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
見
る
と
、『
漢
書
』
の
記
載
に
来
源
を
持
つ
箇
所
を
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
ら
は
『
史
記
抄
』
に
は
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
が
も
っ
ぱ
ら
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
節
に
挙
げ
た
通
り
、
月
舟
「
漢
水
余
波
序
」
に
「（
景
徐
）
翁
は
帝
紀
抄
を
著
す
際
に
、
す
べ
て
桃
（
源
）
老
の
（
司
馬
）
遷
の
史
（
記
）
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の
抄
を
用
い
た
」
と
あ
る
。
景
徐
は
桃
源
の
『
史
記
抄
』
を
用
い
て
『
漢
書
抄
』
の
「
帝
紀
抄
」
を
著
す
に
あ
た
り
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝

紀
」
に
は
、『
前
漢
書
続
集
』
の
文
章
を
独
自
に
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
呂
后
の
非
情
な
ふ
る
ま
い
に
関
す
る
叙
述
は
異
彩
を
放
っ

て
お
り
、
史
書
の
記
載
に
比
べ
て
面
白
み
の
あ
る
箇
所
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
景
徐
は
『
漢
書
』
の
手
控
え
に
、
異
説
と
し
て
『
前
漢

書
続
集
』
の
叙
述
を
書
き
付
け
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
前
漢
書
続
集
』
の
な
か
に
は
、『
漢
書
』
の
記
載
を
元
々
の
場
面
で
は
な
く
、
別
の
場
面
に
取
り
込
ん
で
い
る
叙
述
が
あ
る
。『
漢
書
抄
』
の

「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
は
そ
の
叙
述
を
引
用
し
て
い
る
。
例
と
し
て
二
つ
の
場
面
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
、
呂
后
が
恵
帝
崩
御
を
秘
匿
す

る
た
め
に
、
朝
廷
の
門
を
閉
じ
る
場
面
で
あ
る
。

　
【
資
料
九
】

　
『
漢
書
』　

該
当
す
る
記
載
な
し
。

　
『
前
漢
書
続
集
』
巻
下
・
1
葉
ａ

却
説
呂
后
見
恵
帝
帰
天
了
、
令
酈
商
等
伏
兵
内
門
。
第
三
日
、
文
武
来
朝
、
却
見
内
門
閉
。
衆
文
武
内
外
交
鬧
、
文
武
甚
驚
。
自
帝
崩
前
後

六
七
日
、
有
王
陵
・
陳
平
商
議
間
、
内
門
緊
閉
、
如
之
奈
何
。
二
人
話
間
、
見
一
人
提
轡
而
来
、
下
馬
参
拝
二
相
、
却
是
樊
亢
。
拝
畢
、
陳

平
曰
、
誰
如
您
父
子
。
亢
曰
、
昔
日
父
踏
鴻
門
。
若
用
樊
亢
、
願
往
之
不
懼
。
只
此
閉
九
重
禁
門
、
只
為
恵
帝
、
六
日
不
知
好
弱
。
樊
亢

曰
、
二
相
看
我
不
踏
開
此
門
、
誓
不
為
漢
臣
。
有
樊
亢
進
歩
向
前
、
手
揺
金
環
、
一
脚
踏
門
両
開
。
又
至
五
門
、
被
亢
踏
之
、
三
座
門
開
。

太
后
忙
問
呂
胥
。
急
問
門
、
見
太
后
曰
、
恵
帝
帰
天
也
。（
呂
后
は
惠
帝
が
死
ん
だ
の
を
見
る
と
、
酈
商
等
に
兵
士
を
宮
中
の
内
門
に
潜
ま

せ
た
。
内
門
が
閉
ま
っ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
と
、
王
陵
と
陳
平
は
ど
う
す
る
か
相
談
す
る
。
そ
こ
に
馬
の
轡
を
と
り
や
っ
て
き
た
も
の
が

い
た
。
馬
か
ら
下
り
て
二
人
に
礼
拝
し
た
の
は
、
樊
伉
で
あ
っ
た
。
樊
伉
は
そ
の
昔
、
父
で
あ
る
樊
噲
が
鴻
門
に
臨
ん
だ
こ
と
か
ら
、
も
し

自
分
を
用
い
て
く
れ
る
な
ら
、
願
い
こ
そ
す
れ
恐
れ
は
し
な
い
、
禁
裏
の
門
が
閉
じ
て
い
る
だ
け
だ
と
述
べ
た
。
樊
伉
は
王
陵
と
陳
平
に
向
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か
い
、
門
を
踏
み
開
か
な
け
れ
ば
漢
の
臣
で
は
な
い
と
誓
い
を
立
て
る
。
樊
伉
は
歩
を
進
め
て
前
進
す
る
と
、
手
に
か
ね
の
環
を
振
る
い
、

片
足
で
門
を
踏
み
つ
け
、
門
を
左
右
に
開
く
。
さ
ら
に
五
門
に
や
っ
て
く
る
と
、
樊
伉
に
踏
つ
け
ら
れ
、
三
つ
の
門
が
開
く
。
呂
后
は
慌
て

て
呂
嬃
に
相
談
す
る
と
、
呂
嬃
は
恵
帝
が
崩
じ
た
こ
と
を
公
表
す
る
。）

　
『
漢
書
抄
』
高
后
紀
・
25
丁
オ
～
ウ

呂
氏
見
恵
帝
帰
天
了
、
令
酈
商
等
伏
兵
内
門
、
云
々 

見
内
門
閉
、
云
々 

王
陵
陳
平
商
議
間
、
門
緊
閉
如
之
奈
何
、
二
人
話
間
、
見
一
人
提

轡
而
来
、
下
馬
参
拝
二
相
、
却
是
樊
亢
云
々
、 

亢
曰
、
昔
日
父
踏
鴻
門
、
若
用
樊
亢
、
願
往
之
不
懼
、
只
此
閉
九
重
門
、
云
々 

二
相
看
、

我
不
踏
開
此
門
、
誓
不
為
漢
臣
、
云
々 

亢
進
歩
向
前
、
手
搖
金
環
、
一
脚
踏
門
、
両
開
、
又
至
五
門
、
被
亢
踏
之
、
三
座
門
開
、
云
々

　

当
該
場
面
に
は
、
皇
帝
の
生
死
を
め
ぐ
る
呂
后
と
王
陵
・
陳
平
の
駆
け
引
き
を
通
じ
て
、
権
勢
争
い
の
一
幕
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
恵

帝
の
死
を
秘
匿
し
た
い
呂
后
に
対
し
て
、
王
陵
と
陳
平
は
そ
の
死
を
探
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
現
れ
る
の
が
樊
伉
（
原
文
に
は
「
樊
亢
」
と
表
記

さ
れ
る
）
で
あ
る
。
登
場
し
た
樊
伉
は
、「
そ
の
昔 

父
は
鴻
門
で
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。
も
し
も
樊
伉
を
用
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
れ
ば
、
行
く
こ

と
を
願
い
は
す
れ
ど
も
恐
れ
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
（
昔
日
父
踏
鴻
門
。
若
用
樊
亢
、
願
往
之
不
懼
）」
と
言
う
。

　

樊
伉
の
父
で
あ
る
樊
噲
が
劉
邦
を
救
う
た
め
「
鴻
門
」
に
駆
け
つ
け
る
話
柄
は
、『
漢
書
』
巻
四
一
・
樊
酈
滕
灌
傅
靳
周
伝
に
引
く
樊
噲
の
伝

に
記
載
が
あ
る）

（（
（

。
樊
噲
は
項
羽
の
軍
営
に
乗
り
込
み
、
劉
邦
を
窮
地
か
ら
救
い
出
す
。『
前
漢
書
続
集
』
に
登
場
す
る
樊
伉
も
父
と
同
様
の
行
動

を
取
り
、
恵
帝
の
生
死
を
探
る
た
め
に
、
閉
ざ
さ
れ
た
宮
殿
に
単
身
突
入
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
。
そ
の
様
は
、「
か
ね
の
環
を
振
り
、
門
を
蹴

り
開
け
（
手
揺
金
環
、
一
脚
踏
門
両
開
）」
と
叙
述
さ
れ
る
。
こ
の
樊
伉
の
行
動
を
見
る
と
、『
前
漢
書
続
集
』
は
『
漢
書
』
の
一
場
面
を
念
頭
に

置
き
な
が
ら
、【
資
料
九
】
の
場
面
を
叙
述
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。「
高
后
紀
」
の
記
述
を
眺
め
る
と
、「
云
々
」
を
除
く
一
一
九
字
の
う
ち
、「
亢

曰
」
以
下
樊
伉
の
言
動
に
六
四
字
を
費
や
し
て
い
る
。
当
該
場
面
の
前
半
は
、
恵
帝
の
安
否
を
探
ろ
う
と
、
王
陵
と
陳
平
が
相
談
す
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
が
、
樊
伉
が
登
場
し
て
以
降
は
、
彼
が
父
に
倣
い
、
秘
匿
さ
れ
た
恵
帝
の
安
否
を
探
ら
ん
と
す
る
様
に
筆
が
費
や
し
て
あ
る
。
樊
噲

が
劉
邦
を
危
地
か
ら
救
っ
た
よ
う
に
、
樊
伉
も
呂
氏
が
巣
く
う
宮
殿
に
乗
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
恵
帝
崩
御
の
公
表
を
誘
発
す
る
こ
と
に
成
功
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す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
呂
后
の
死
の
前
夜
を
描
く
場
面
で
あ
る
。
当
該
場
面
は
『
漢
書
抄
』「
帝
紀
」
の
引
用
部
分
な
か
で
も
最
長
に
な
っ
て
お

り
、
引
用
は
高
后
紀
・
26
丁
オ
か
ら
ウ
に
わ
た
る
16
行
に
及
ぶ
。
場
面
は
次
の
一
文
に
始
ま
る
。

　　
【
資
料
一
〇
】

　
『
史
記
』　

該
当
す
る
記
載
な
し
。

　
『
前
漢
書
続
集
』
巻
下
・
6
葉
ｂ
～
7
葉
ａ 　

思
慮
中
間
、
近
臣
奏
曰
、
南
鄭
褒
州
韓
信
丘
墳
磪
倒
東
南
一
角
、
裏
面
有
大
蛇
、
身
長
数
丈
、
傷
人
性
命
、
断
其
駅
路
。（
腹
心
が
い
な
い

こ
と
を
考
え
て
い
る
呂
后
に
、
侍
従
が
次
の
よ
う
に
告
げ
た
。「
南
鄭
褒
州
に
あ
る
韓
信
の
墓
の
一
角
が
崩
れ
、
な
か
か
ら
蛇
が
姿
を
現
し

ま
し
た
、
体
長
数
丈
、
人
の
命
を
損
な
い
、
路
を
塞
い
で
お
り
ま
す
。」）

　
『
漢
書
抄
』
高
后
紀
・
26
丁
オ　
　
　
　

南
鄭
褒
州
韓
信
拞
墳
磪
倒
、
東
南
一
角
裏
面
、
有
大
蛇
、
身
長
数
丈
、
傷
人
性
命
、
断
其
駅
路
、
云
々

　
『
前
漢
書
続
集
』
を
見
る
と
、
侍
従
が
、
韓
信
の
墓
が
崩
れ
て
な
か
か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
道
を
塞
ぎ
、
人
の
命
を
損
な
っ
て
い
る
と
言
う
。
道

を
塞
ぐ
大
蛇
に
ま
つ
わ
り
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
漢
書
』
に
見
え
る
劉
邦
が
道
に
蛇
を
斬
っ
た
故
事
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
劉
邦
が
道
を
塞
ぐ
蛇
を
斬
り
数

里
進
ん
だ
の
ち
、
後
ろ
か
ら
来
た
者
が
蛇
が
い
た
場
所
に
来
る
と
、
老
婆
が
声
を
上
げ
て
泣
い
て
い
た
。
そ
の
故
を
尋
ね
る
と
、
老
婆
は
、
我
が

子
で
あ
る
白
帝
の
子
が
蛇
に
変
化
し
て
い
た
の
を
、
赤
帝
の
子
が
殺
し
た
た
め
に
泣
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
故
事
は
、
劉
邦
が
帝
位
に
即

く
前
兆
と
見
な
せ
る
。『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
は
、『
漢
書
』
の
劉
邦
の
故
事
に
倣
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
劉
邦
が
蛇
を
斬
っ

た
こ
と
が
帝
位
に
即
く
前
兆
と
な
っ
て
い
る
『
漢
書
』
の
記
載
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。『
前
漢
書
続
集
』
で
は
、
帝
位
に
即
い
た
劉
邦
の
妻
で

あ
る
呂
后
が
、
自
ら
の
讒
言
で
死
に
至
ら
し
め
た
韓
信
の
墓
か
ら
蛇
が
現
れ
た
と
の
報
を
受
け
る
。
路
に
蛇
が
現
れ
る
と
い
う
設
定
は
同
様
で
あ
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る
が
、『
漢
書
』
が
そ
れ
を
吉
兆
に
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
前
漢
書
続
集
』
は
凶
兆
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
見
て
き
た
通
り
、【
資
料
九
】【
資
料
一
〇
】
に
挙
げ
た
『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
は
、『
漢
書
』
の
元
々
の
記
載
を
、
別
の
場
面
に
取

り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
【
資
料
九
】
で
は
同
工
異
曲
の
記
述
が
生
み
出
さ
れ
、【
資
料
一
〇
】
で
は
対
照
的
な
意
味
内
容
を
描
き
出
す
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
　
　

　

む
す
び
に
か
え
て

　

景
徐
は
『
漢
書
抄
』
を
抄
写
す
る
際
、
経
史
子
集
に
分
類
さ
れ
る
漢
籍
の
語
句
を
、
長
短
交
え
て
引
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
漢
書
抄
』

の
な
か
で
も
「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
に
は
、
両
篇
の
掉
尾
に
、『
前
漢
書
続
集
』
の
文
章
を
連
続
あ
る
い
は
断
続
的
に
、
比
較
的
ま
と
ま
っ

た
形
で
大
量
に
引
用
し
て
い
る
。【
資
料
二
】
と
【
資
料
三
】
は
、
呂
后
が
劉
肥
を
毒
殺
し
よ
う
と
企
て
る
場
面
で
あ
り
、【
資
料
五
】
と
【
資
料

六
】
は
、
呂
后
に
よ
り
劉
友
が
絶
食
を
強
い
ら
れ
た
は
て
に
死
ぬ
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
場
面
に
は
、
呂
后
の
嗜
虐
性
が
表
さ
れ
て
い

る
。【
資
料
七
】【
資
料
八
】
に
は
、
後
に
帝
王
と
な
る
文
帝
に
ま
つ
わ
る
特
異
な
出
生
譚
が
叙
述
し
て
あ
る
。
上
記
六
つ
の
場
面
は
、『
前
漢
書

続
集
』
が
『
漢
書
』
の
記
載
を
発
展
さ
せ
て
、
劇
的
に
詳
述
し
て
い
る
部
分
と
言
え
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
は
、『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述

を
略
述
す
る
形
で
引
用
し
て
い
る
。【
資
料
九
】
と
【
資
料
一
〇
】
の
『
前
漢
書
続
集
』
は
、
史
書
の
記
載
を
典
故
に
持
つ
叙
述
に
な
っ
て
い

る
。【
資
料
九
】
の
樊
伉
は
、
恵
帝
の
生
死
を
探
る
た
め
に
閉
ざ
さ
れ
た
宮
殿
に
踏
み
入
る
。
こ
れ
は
父
の
樊
噲
が
鴻
門
に
お
い
て
劉
邦
の
窮
地

を
救
っ
た
故
事
に
倣
っ
た
叙
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。【
資
料
一
〇
】
に
は
、
呂
后
の
死
の
前
夜
が
描
か
れ
て
い
る
。
場
面
は
、
呂
后
の
讒
言

に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
た
韓
信
の
墓
が
崩
れ
、
な
か
か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
人
の
命
を
損
な
っ
て
い
る
と
い
う
報
告
に
始
ま
る
。
帝
位
に
即
く
前
兆

と
し
て
、
劉
邦
が
白
帝
の
子
が
変
化
し
た
蛇
を
斬
っ
た
故
事
に
由
来
す
る
叙
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
漢
書
抄
』「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
が
『
前
漢
書
続
集
』
の
長
文
を
引
用
し
て
い
る
部
分
を
見
る
と
、
他
の
漢
籍
の
引
用
と
異
な
る
状
態
、
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す
な
わ
ち
原
文
の
み
を
大
量
に
引
用
し
、
し
か
も
掉
尾
に
一
括
し
て
書
き
付
け
て
い
る
。
景
徐
は
桃
源
『
史
記
抄
』
を
用
い
つ
つ
「
帝
紀
抄
」
を

成
す
に
あ
た
り
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
に
は
、
他
の
漢
籍
と
は
一
線
を
画
す
状
態
で
『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
引
用
し
て
い
る
と
言
え

る
。
内
容
に
着
目
す
る
と
、「
高
后
紀
」
と
「
文
帝
紀
」
が
『
前
漢
書
続
集
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
の
は
、
呂
后
の
嗜
虐
性
や
文
帝
の
特
異
な
出

自
を
表
す
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
史
書
に
片
言
隻
句
一
致
す
る
記
載
が
な
く
、『
史
記
抄
』
に
も
見
え
な
い
呂
后
と
文
帝
に
関
す
る
叙
述
で
あ

る
。
景
徐
は
当
該
部
分
を
『
前
漢
書
続
集
』
か
ら
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
史
書
の
講
義
の
手
控
え
に
説
話
的
な
要
素
を
付
加
す
る
こ
と
を
図
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

［
付
記
］

　
　
　

小
論
は
、
科
研
費 

研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
「
本
邦
に
お
け
る
「
全
相
平
話
」
の
受
容
に
関
す
る
研
究
」（
課
題
番
号25884005

）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
1
）　

大
塚
光
信
編
『
続
抄
物
資
料
集
成
』
第
一
○
巻
「
解
説
・
索
引
」（
清
文
堂
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
の
『
漢
書
抄
』
解
説
部
分
、
五
○
頁
参
照
。

（
2
）　

長
尾
直
茂
「
中
世
禅
林
に
お
け
る
『
新
刊
全
相
平
話
前
漢
書
続
集
』
の
受
容
―
清
家
文
庫
所
蔵
『
漢
書
抄
』
へ
の
引
用
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
漢
文
学　

解
釈
与

研
究
』
第
一
二
輯
、
汲
古
書
院
、
二
○
一
一
年
）
参
照
。

（
3
）　
『
漢
書
抄
』
の
底
本
に
は
、
影
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
清
家
文
庫
本
（
大
塚
光
信
編
『
続
抄
物
資
料
集
成
』
第
四
巻
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
○
年
）
を

用
い
、
京
都
大
学
電
子
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
も
参
照
す
る
（U

RL:http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/m
inds.htm

l

）。『
前
漢
書
続
集
』
の
底
本
に
は
、
影

元
刊
本
（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学
挿
画
集
成
』
六
、
遊
子
館
、
二
○
○
九
年
）
を
用
い
る
。
な
お
『
前
漢
書
続
集
』
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
は
、
国
立
公
文
書

館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
（U

RL:http://w
w

w
.digital.archives.go.jp/

）。

（
4
）　

引
用
書
目
を
列
挙
す
る
。
丁
の
ウ
ラ
と
オ
モ
テ
の
間
を
「
、」
で
区
切
り
、
丁
と
丁
の
間
を
「
／
」
で
区
切
る
。
19
丁
オ
：「
史
記
ニ
ハ
」「
漢
書
音
義
曰
」「
史

ニ
」、
ウ
：「
恵
帝
紀
ノ
注
ニ
」「
史
ニ
ハ
」「
史
記
ニ
ハ
」
／
20
丁
オ
：「
史
ニ
ハ
」「
史
ニ
」「
梅
抄
云
」、
ウ
：「
史
ニ
ハ
」「
索
隠
ハ
」
／
21
丁
オ
：「
史
ニ
ハ
」

「
史
抄
云
」、
ウ
：「
史
ニ
ハ
」「
百
官
表
云
」「
風
俗
通
ニ
」
／
22
丁
オ
：「
史
ノ
注
ニ
ハ
、
索
隠
ハ
」「
老
子
経
ノ
」「
史
ニ
注
ソ
」、
ウ
：「
漢
ハ
」「
高
紀
ノ
注
ニ
」

「
史
抄
云
」「
韻
書
ニ
ハ
」「
儀
礼
ニ
郷
射
疏
ニ
」「
士
喪
礼
ニ
」「
困
学
ニ
」「
杜
牧
詩
ニ
」
／
23
丁
オ
：「
史
ニ
ハ
」「
史
抄
云
」、
ウ
：「
史
ニ
」「
賛
曰
」
／
24
丁
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オ
：「
文
公
綱
目
書
」

（
5
）　

引
用
す
る
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
底
本
は
百
衲
本
に
よ
る
。

（
6
）　

前
掲
注
1
大
塚
氏
に
よ
る
解
説
四
一
～
四
八
頁
参
照
。

（
7
）　

前
掲
注
1
大
塚
氏
解
説
二
七
～
二
八
頁
と
前
掲
注
2
長
尾
氏
論
文
四
一
～
四
二
頁
参
照
。

（
8
）　
『
史
記
抄
』
第
五
冊
・
項
羽
本
紀
・
6
丁
オ
～
ウ
の
該
当
箇
所
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

帝
紀
ノ
第
一
カ
ラ
シ
テ
列
伝
ノ
四
十
三
マ
テ
ハ
聴
聞
シ
テ
聴
カ
キ
ヲ
シ
テ
置
タ
ソ
其
中
ニ
二
十
二
カ
ラ
二
十
六
マ
テ
ハ
用
堂
ノ
死
ナ
レ
テ
中
陰
ニ
居
タ
ホ
ト
ニ
闕

所
ア
リ
サ
テ
ハ
一
度
モ
不
闕
ソ

（
9
）　

月
舟
寿
桂
「
漢
水
余
波
序
」（『
続
群
書
類
従
』
第
一
三
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
大
洋
社
、
一
九
三
二
年
所
収
）
の
該
当
箇
所
に
「
桃
戢
化
後
、
景
徐
翁

為
門
人
祥
雲
屋
開
席
。
雲
為
恵
林
仍
孫
、
故
有
此
求
。
予
又
侍
焉
、
所
惜
其
講
唯
止
於
帝
紀
。
翁
著
帝
紀
抄
、
皆
用
桃
老
遷
史
之
抄
。」
と
あ
る
。

（
10
）　
『
史
記
抄
』
の
底
本
は
、
影
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
清
家
文
庫
本
（
大
塚
光
信
編
『
抄
物
資
料
集
成
』
第
一
巻
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
七
年
）
を
用
い

る
。
あ
わ
せ
て
、
前
掲
注
3
京
都
大
学
電
子
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
も
参
照
す
る
。

（
11
）　
「
高
后
紀
」
は
、『
前
漢
書
続
集
』
の
叙
述
を
ほ
ぼ
漢
字
の
み
の
羅
列
に
よ
っ
て
抄
写
し
て
い
る
が
、
二
箇
所
に
は
読
み
が
な
や
送
り
が
な
、
返
り
点
が
付
し
て

あ
る
。
一
箇
所
目
は
24
丁
ウ
「
奠
テ

二
上
蒼
ニ

一
」
で
あ
る
。
二
箇
所
目
は
26
丁
ウ
「
穴
ア
ナ
メ

入
レ
城
ニ
」
で
あ
る
。「
奠
二
上
蒼
一
」「
穴
入
レ
城
」
は
、
と
も
に
訓
読
法
に
よ

り
、「
上
蒼
ニ
奠
テ
」「
穴
シ
テ
城
ニ
入
」
と
読
む
こ
と
を
前
提
と
し
た
書
き
付
け
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
ふ
り
が
な
の
み
を
付
す
箇
所
と
し
て
、『
漢
書

抄
』
高
后
紀
・
25
丁
オ
「
御キ
ョ

駕
出
猟
」、
同
紀
・
26
丁
ウ
「
排
列
香
果
羊
酒
、
奠テ
ン

祭
」、
同
紀
・
27
丁
オ
「
知
此
密ミ
ツ

事
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
奠テ
ン

」
に
つ
い
て
は
、

右
記
24
丁
ウ
「
上
蒼
ニ
奠
テ
」
で
は
「
奠
」
を
「
ま
つ
り
」
と
読
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
26
丁
ウ
で
は
漢
字
の
音
「
テ
ン
」
が
付
し
て
あ
り
、
二
様
の
表
記
に

な
っ
て
い
る
。

（
12
）　

引
用
書
目
と
篇
目
の
主
だ
っ
た
も
の
を
列
挙
す
る
。
表
記
方
法
は
、
前
掲
注
4
に
同
様
で
あ
る
。
1
丁
ウ
：「
広
雅
云
」「
史
ノ
注
、
公
羊
伝
曰
」
／
2
丁
オ

「
史
ノ
注
、
索
隠
曰
、
東
観
漢
紀
」、
ウ
「
尚
書
ニ
ハ
」
／
3
丁
オ
：「
楚
辞
云
」
／
5
丁
ウ
：「
徐
広
曰
、
案
漢
書
及
五
行
志
」
／
6
丁
オ
：「
史
ノ
注
ニ
、
索
隠

曰
、
漢
旧
儀
」、
ウ
：「
周
礼
ニ
ハ
」「
風
俗
通
ニ
ハ
」
／
7
丁
オ
：「
通
鑑
ニ
ハ
」「
蘇
鶚
演
義
曰
」「
相
如
子
虚
賦
」「
楚
辞
…
文
公
注
云
」「
広
韵
」「
正
義
曰
」

「
左
伝
」、
ウ
：「
匀
会
注
」「
説
文
」「
玉
篇
ニ
ハ
」
／
8
丁
オ
：「
集
覧
ニ
」、
ウ
：「
王
充
論
衡
」「
淮
南
子
云
」「
汲
家
竹
書
」「
周
礼
小
宗
伯
」
／
9
丁
オ
：「
唐

書
高
宗
祠
五
帝
、
注
云
」、
ウ
：「
公
羊
伝
注
疏
ニ
」「
礼
記
、
王
制
疏
ニ
ハ
」
／
10
丁
オ
：「
史
ノ
注
ニ
ハ
、
索
隠
曰
、
戦
国
策
云
」「
拠
風
俗
通
」、
ウ
：「
広
韵
」

「
杜
詩
注
ニ
」
／
12
丁
オ
：「
礼
記
、
喪
服
」「
儀
礼
疏
」
／
13
丁
ウ
：「
国
語
ニ
」「
小
爾
雅
ニ
ハ
」「
易
二
篇
之
策
」「
前
恵
紀
注
」
／
14
丁
ウ
：「
坡
詩
ニ
」

（
13
）　
『
史
記
抄
』
第
七
冊
・
孝
文
本
紀
・
1
丁
オ
に
、「
孝
文
皇
帝
漢
書
音
義
ニ
ハ
諱
ハ
恒
ト
ア
ル
ソ
漢
書
ノ
注
ニ
ハ
諱
恒
之
字
曰
常
ト
ア
ル
ソ
」
と
見
え
る
。『
漢

書
抄
』「
文
帝
紀
」
の
掲
出
箇
所
に
云
う
「
史
ノ
注
ニ
」
と
は
、
あ
る
い
は
『
史
記
』
の
注
で
は
な
く
『
史
記
抄
』
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
14
）　
『
四
庫
全
書
総
目
』（
清
・
永
瑢
等
撰
、
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
第
一
版
、
一
九
八
七
年
第
四
次
印
刷
）
巻
一
一
八
・
子
部
・
雑
家
類
二
、
一
○
一
六
頁
に

「
蘇
氏
演
義
二
巻
、
永
楽
大
典
本
」
と
あ
り
、「
唐
蘇
鶚
撰
」
と
見
え
る
。
解
説
部
分
に
「
原
書
十
巻
。
今
掇
拾
放
佚
、
所
得
僅
此
。
古
書
亡
失
、
愈
遠
愈
稀
。
片

羽
吉
光
、
弥
足
珍
貴
。
是
固
不
以
多
寡
論
矣
」
と
あ
る
。
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（
15
）　

前
掲
注
2
長
尾
氏
論
文
四
三
～
四
四
頁
参
照
。

（
16
）　

市
立
米
沢
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
掲
載
し
て
あ
る
『
史
記
幻
雲
抄
』
を
参
看
し
た
（U

RL:http://w
w

w
.digital.archives.go.jp/

）。

（
17
）　
『
漢
書
抄
』
第
一
冊
・
列
伝
抄
・
18
丁
オ
に
は
、「
高
五
王
第
八
」
と
『
漢
書
』
の
篇
名
が
記
し
て
あ
り
、
数
個
の
空
格
の
後
、「
三
十
八
」
と
『
漢
書
』
の
巻

数
が
記
さ
れ
る
。『
漢
書
』
本
文
の
抄
写
部
分
に
は
「
斉
悼
恵
―
入
テ
朝
ス　

置
斉
―
斉
王
ハ
兄
ナ
リ
恵
帝
ハ
弟
ナ
リ
天
子
ノ
上
ニ
至
テ
ハ
兄
也
ト
モ
臣
下
ソ
礼
ハ

弟
ナ
リ
ト
モ
サ
フ
ハ
ア
ル
マ
イ
ソ
如
家
―
ハ
小
家
在
家
ノ
モ
ノ
ヽ
礼
ノ
様
ニ
サ
シ
モ
ノ
ソ 

反コ
ホ
ス

レ
巵
ヲ 

陽
イ
ツ
ハ
リ

酔ヨ
イ
テ」

と
あ
る
。                                       

（
18
）　
「
趙
幽
―
」
か
ら
始
ま
る
記
述
中
、
関
係
す
る
箇
所
に
「
至
レ
ハ
置
―
令
衛―
ヲ

囲テ

―
警
困
ヲ
ゝ
イ
タ
ソ
其
群
―
自
メ

レ
窓
―
ト
而
テ
饋
ヲ
ハ
論
ス
ル
ソ
」
あ
る
。

（
19
）　

該
当
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
引
用
部
分
に
「
鴻
門
」
の
語
は
見
え
ず
、
当
該
語
は
巻
三
一
・
陳
勝
項
籍
列
伝
に
引
く
項
羽
の
伝
に
、「
羽
遂
入
至
戯

西
鴻
門
」、「
明
日
沛
公
従
百
余
騎
至
鴻
門
」
と
見
え
る
。

　
　

項
羽
在
戯
下
、
欲
攻
沛
公
。
沛
公
従
百
余
騎
因
項
伯
面
見
項
羽
、
謝
無
有
閉
関
事
。
項
羽
既
饗
軍
士
、
中
酒
、
亜
父
謀
欲
殺
沛
公
、
令
項
荘
抜
剣
舞
坐
中
、
欲
撃

沛
公
。
項
伯
常
屏
蔽
之
。
時
独
沛
公
与
張
良
得
入
坐
、
樊
噲
居
営
外
、
聞
事
急
、
廼
持
盾
入
。
初
入
営
、
営
衛
止
噲
、
噲
直
撞
入
、
立
帳
下
。

（
20
）　
『
漢
書
』
巻
一
・
高
紀
の
該
当
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

高
祖
以
亭
長
為
県
送
徒
驪
山
、
徒
多
道
亡
。
自
度
比
至
皆
亡
之
、
到
豊
西
沢
中
亭
、
止
飲
（
中
略
）
高
祖
被
酒
、
夜
径
沢
中
、
令
一
人
行
前
。
行
前
者
還
報
曰
、

前
有
大
蛇
当
径
、
願
還
。
高
祖
酔
、
曰
、
壮
士
行
、
何
畏
。
乃
前
、
抜
剣
斬
蛇
。
蛇
分
為
両
、
道
開
。
行
数
里
、
酔
因
臥
。
後
人
来
至
蛇
所
、
有
一
老
嫗
夜
哭
。

人
問
、
嫗
何
哭
。
嫗
曰
、
人
殺
吾
子
。
人
曰
、
嫗
子
何
為
見
殺
。
嫗
曰
、
吾
子
、
白
帝
子
也
。
化
為
蛇
、
当
道
。
今
者
赤
帝
子
斬
之
。
故
哭
。
人
乃
以
嫗
為
不

誠
、
欲
苦
之
、
嫗
因
忽
不
見
。

　
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　
　

・
漢
書
抄　

・
高
后
紀　

・
文
帝
紀　

・
全
相
平
話　

・
前
漢
書
続
集


